
 

「学生向け宮城県の半導体産業魅力発見イベント実施業務」企画提案に係る仕様書 

 

１ 総則 

  本仕様書は、宮城県（以下「発注者」という。）が委託する学生向け宮城県の半導体産業魅力発見イベ

ント実施業務（以下「事業」という。）の受注者が遵守しなければならない事項を定める。 

 

２ 委託業務の目的 

本業務は、若者の首都圏等への流出傾向が強まり、県内企業特に本県の基幹産業である製造業の新卒

採用が厳しい状況となっていることを踏まえ、県内外の大学生と、半導体産業を含む製造業を中心とし

た県内企業との交流の場を設けることにより、学生の視野を広げ、県内就職と本県半導体産業・製造業

への関心を高めるきっかけとし、県内企業への就職を促進することを目的とする。 

 

３ 委託期間 

契約締結の日から令和８年３月１６日まで 

 

４ 計画準備 

（１）業務計画書 

受注者は、契約締結後２０日以内に下記事項を記した業務計画書を作成し、発注者に提出しなけれ

ばならない。また、変更が生じた場合は、随時、変更業務計画書を提出しなければならない。 

イ 業務の名称 

ロ 業務の場所 

ハ 業務工程 

ニ 業務内容及び方法 

ホ 実施及び連絡体制 

へ 打合わせ計画 

ト その他必要事項 

（２）業務総括責任者の配置 

受注者は、本業務を円滑に進めるため、発注者及び関係機関との連絡調整を行う業務総括責任者を

配置する。 

 

５ 委託業務の内容 

  受注者は、次に掲げるイベントの開催場所の確保、企画、運営及び設営等に係る一切の業務を行うこ

と。業務内容は、発注者と緊密かつ十分に協議し決定すること。 

（１）開催目的 

県内外の大学生が、半導体産業を含む製造業を中心とした県内企業の魅力を体感するとともに、学

生の就職活動と企業の採用活動に資するため、県内企業と学生が一堂に会し、相互理解を深める交流

イベントを実施する。  

（２）開催回数、場所 

宮城県内（仙台市内を想定）または首都圏（東京都内を想定）で１回以上開催すること。ただし、

１回のみの開催とする場合は首都圏を会場とすること。 

なお、会場については、イベントの内容、学生への訴求を踏まえた適切な会場を選定し、発注者と

協議して決定すること。 

（３）対象学生 

別紙 



学年・学部不問（主に大学１～３年生） 

（４）参加企業 

１回当たり県内企業５～１０社程度とし、イベントの企画内容に基づき適切な企業数とすること。

ただし、参加企業の半数以上は半導体産業を含む製造業とすること。 

（５）実施時期等 

令和８年２月～３月の間に実施する。なお、実施日については、参加者が参加しやすいよう配慮す

る。 

（６）業務内容 

イ イベント企画 

・発注者と協議の上、進行台本の作成、会場レイアウト、イベント運営に必要な誘導・受付案内・

そのほか必要なマニュアルを作成すること。 

・出演企業の選定と企業への出演協議を行うこと。なお、出演企業の選定にあたっては、事前に発

注者と協議すること。 

・出演企業の事業内容や製品、人事制度などの把握を行い、学生にその企業の魅力が伝わるような

シナリオ等の調整を出演企業側と行うこと。 

・イベントのコーディネーター役として、学生の興味を引き、高い集客効果を見込めるゲスト出演

者の選定及び出演調整を行うこと。 

ロ イベントの周知 

・本事業をＰＲするチラシを作成すること。周知に当たっては、ホームページの作成や SNSの活用、

関係機関との連携等により効果的に周知すること。 

・イベントを開催する圏域の各大学キャリアセンター等に対し、周知協力依頼を行うこと。 

・その他、イベントの周知に必要な施策を展開すること。 

ハ 開催場所の確保、設営 

・会場については、受注者において選定し確保すること。 

・当日の会場設営及び来場者の受付業務を行うこと。 

・受注者は、交流イベント実施・参加に必要な機材や備品、教材等必要な物品等を全て準備し、イ

ベントの内容に応じて必要な場合は、参加者への貸し出し等を行う。 

ニ イベントの運営  

当日の運営業務の一切を行うこと。イベントの内容は下記のすべての要素を含み、開催時間を 

２時間から３時間程度と想定して提案すること。 

（イ）企業紹介 

参加企業担当者から自社の製品や業務内容、待遇、福利厚生などをＰＲする時間を設ける。 

（ロ）体験型ワークショップ 

  学生の視野を広げ、就職先の選択肢を増やしてもらうため、参加者が半導体産業を含む製造業の 

魅力に触れられる機会を設ける。 

（ハ）交流タイム 

学生と企業が直接交流して相互に理解を深めることができる時間を設ける。なお提案内容により、

受注者は参加企業及び参加学生に対して飲み物（アルコール飲料を除く）の提供等を行うことを可

とする。 

ホ 進捗状況の報告 

受注者は、発注者の求めに応じて、本業務の進捗状況及び今後の実施見込み並びに実施結果に関す 

る報告を行うこと。 

  へ その他 

   実施に当たっては、以下の点に配慮する。 



（イ）イベントの実施後にアンケート等を使用した定量的な分析を行う。 

（ロ）参加者の満足度が高くなるよう創意工夫した交流イベントにする。なお、具体的なイベントの 

内容については、企画提案書の提案内容に基づき実施する。 

 

６ その他事業運営にあたっての留意点 

（１）その他事業との連携 

本業務の円滑な実施に向けて、県内外大学、就職支援機関等の関係機関と十分な連携を図ること。

特に「令和７年度みやぎジョブカフェ運営業務」受託事業者と、学生や大学への周知広報について連

携を図ること。 

（２）安全配慮 

実施に当たっては、参加者に事故がないよう留意するとともに、必要に応じて傷害保険及び損害賠

償保険等について参加者のために加入する等の措置をとるものとする。 

 

７ 事業達成目標 

（１）学生と企業の交流イベントの学生参加者数 １回当たり５０名以上 

 （２）事後アンケートにおける県内就職への興味関心向上割合 ７割以上 

 

８ 成果品 

受注者は、本業務終了後、発注者と調整の上、委託期間内に次の書類を提出する。 

（１）業務完了報告書 

業務完了報告書では、事業内容や事業背景、事業目標の達成状況、個別のイベント等の参加状況、                                          

アンケート分析結果、その他業務の中で明らかになった課題等についてあわせて報告を行うこと。 

（２）その他関連資料 

作成内容については、必要に応じて発注者から別途指示する。 

 

９ 対象経費 

本業務の実施に伴う対象経費は、５に掲げる業務を行うために必要な経費とする。ただし、次に記載                                             

する経費は認められない。 

（１）機械・機器等の備品購入費（５万円以上のもの） 

（２）土地・建物を取得するための経費 

（３）施設・設備を設置又は改修するための経費 

（４）その他本業務との関連が認められないと発注者が判断した経費 

 

10 秘密保持 

（１）受注者は、本業務に係る作業を実施するに当たり、発注者から取得した資料（電子媒体、文書、

図面等の形態を問わない。）を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本業務に係る作業以

外の目的で利用しないものとする。ただし、次のイからホのいずれかに該当する情報は、除くもの

とする。 

イ 発注者から取得した時点で、既に公知であるもの 

ロ 発注者から取得後、受注者の責めによらず公知となったもの 

ハ 法令等に基づき開示されるもの 

ニ 発注者から秘密でないと指定されたもの 

ホ 第三者への開示又は本業務に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に発注者に協議          

の上、承認を得たもの。 



（２）受注者は、発注者の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、あるいは複製し 

てはならない。 

（３）受注者は、本業務に係る作業に関与した受注者の所属職員が異動した後においても、機密が保 

持される措置を講じるものとする。 

 

11 留意事項 

本業務は、その要領等に基づくほか、次の事項を遵守して事業を行うこと。 

（１）本業務の運営に必要な備品等は、受注者が配備するものとし、それに要する経費及び本業務                                           

に係る管理費等の経費は、委託金に含むものとする。機械・機器等５万円以上の備品購入費及び当

該業務との関連が認められない経費は、当該業務の対象外とする。 

（２）本業務で使用するＯＡ機器等については、レンタル又はリース契約による対応を原則とする。 

（３）本業務は会計検査の検査対象となることから、受注者は次の書類を他の業務のものと区分して整

備し、会計年度終了後５年間保存するものとする。また、発注者からの求めに応じて、関係書類の

閲覧、写しの提出等の義務を負うこと。 

イ 委託業務に係る経費内訳書及び会計帳簿類 

ロ 委託業務に係る労働関係帳簿等（労働者名簿、賃金台帳、労働時間を適正に把握するための帳 

簿（出勤簿等）、委託業務に従事する全労働者の業務従事記録（業務日誌（勤務日、勤務時間、従

事内容等を記載した記録）等）） 

ハ 事業実施に関する関係書類（セミナー等関係記録等） 

（４）契約に違反した場合には、当該委託契約の一部又は全部を解除し、受注者に対し委託料を支払わ

ない、若しくは支払った委託料の一部又は全部を返還させる場合があること。 

（５）本業務は、県民からの税収を原資とした公共事業であることを、従事する者全員が意識すること。 

  また、発注者の関連組織から、本業務の目的に沿った依頼があった場合については、適切な協力と

情報提供を行うことにより、事業の有効性を高めること。 

（６）本業務遂行中は、相手方から求められない限り、本業務に関連するもの以外の受注者事業に関す

る周知等は行わないようにすること。また、本業務は、発注者の公共事業であることを常に明確に

し、無用な混乱を招かないよう工夫すること。 

 

12 その他 

（１） 受注者は、仕様書に疑義が生じたとき、又は仕様書により難い事由及び記載されていない事項 

が生じたときは、発注者と速やかに協議の上、発注者の指示に従う。 

（２）受注者は、発注者の承認がある場合を除き、第三者に業務を再委託することはできない。 

  



別記１ 

 

個人情報取扱特記事項 

 （基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る業務（以下単に「業務」という。）の

実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなけれ

ばならない。 

 （秘密の保持） 

第２ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務が終了し、又

はこの契約を解除された後においても、同様とする。 

 （個人情報管理責任者等） 

第３ 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者（以下「個人情報管理責任者」という。）

及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）を定め、書面により発注者に報告しなければな

らない。 

２ 受注者は、前項の個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、事前に書面により報告しな

ければならない。 

３ 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に定める事項を適切に実

施するよう業務従事者を監督しなければならない。 

４ 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 

 （作業場所の特定） 

第４ 受注者は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、あらかじめ発注者に報告

しなければならない。 

２ 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければならない。 

 （個人情報の持ち出しの禁止） 

第５ 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出しては

ならない。 

 （保有の制限） 

第６ 受注者は、業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、個人情報の保護に関

する法律（平成 15年法律第 57号。以下「法」という。）第 61条第１項に規定する法令の定める所掌

事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保

有してはならない。 

 （個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 

第７ 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外

のために利用し、又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。 

 （漏えい、毀損及び滅失の防止等） 

第８ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切

な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 （教育の実施） 

第９ 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、在職中及び退職後においても当該契約に

よる事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない

こと、及び特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項につ

いて、教育及び研修を実施しなければならない。 

 （資料の返還等） 



第 10 受注者は、業務を処理するために、発注者から引き渡された、又は受注者自らが取得し、若しくは

作成した個人情報が記録された資料は、業務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。

ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

 （複写又は複製の禁止） 

第 11 受注者は、業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者

の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。 

 （個人情報の運搬） 

第 12 受注者は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬する

ときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受注者の責任において、確実な方法に

より運搬しなければならない。 

 （再委託の承諾） 

第 13 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、発注者が書面により承諾し

た場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。なお、再委託した業務を更に委託する場

合も同様とする。 

２ 受注者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処

理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並

びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託す

る旨を発注者に協議し、その承諾を得なければならない。 

３ 前項の場合、受注者は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対し

て、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。 

４ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理、監督の手続及び方法について具体的

に規定しなければならない。 

５ 受注者は、再委託先に対して業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注

者の求めに応じて、管理し、及び監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。 

 （実地調査） 

第 14 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実地に調査

することができる。 

 （指示及び報告等） 

第 15 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して

必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

 （個人情報に関する取扱要領等の作成） 

第 16 受注者は、個人情報の適切な管理を確保するため、業務に関して取り扱う個人情報の取扱要領等を

作成し、発注者に報告しなければならない。 

 （事故発生時の対応） 

第 17 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の

有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場

所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従うものとする。 

２ 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する

情報を公表することができる。 

  



別記２ 

 

情報セキュリティ特記事項 

 

 （責任体制の整備） 

第１ 受注者は、本業務の情報資産の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければなら

ない。 

 （作業責任者等の届出） 

第２ 受注者は、情報資産の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、情報資産の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。 

３ 受注者は、作業責任者又は作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。 

４ 作業責任者は、本特記事項に定める事項を適正に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 

５ 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 

 （作業場所の特定） 

第３ 受注者は、情報資産を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告し

なければならない。また、作業場所を変更する場合も同様とする。 

２ 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、所属名等が分かるよ

うに身分証明書等を常時携帯させなければならない。 

 （派遣労働者等の利用時の措置） 

第４ 受注者は、本業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本

特記事項に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

 （教育の実施） 

第５ 受注者は、情報資産の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項における作業従事者が遵守すべき事

項その他本業務の適正な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。 

２ 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。 

 （守秘義務） 

第６ 受注者は、本業務の履行により直接又は間接に知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。また、契約期間満了後

又は契約解除後も同様とする。 

２ 受注者は、本業務に携わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。 

 （再委託） 

第７ 受注者は、本業務を第三者へ委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただし、本業務の一部をやむを得ず再

委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う

情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上

で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。 

２ 前項ただし書により、本業務の一部をやむを得ず再委託する場合、受注者は、再委託先に本特記事項に基づく一切の義

務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

３ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなけれ

ばならない。 

４ 受注者は、再委託先に対して本業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じ

て、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。 

 （情報資産の管理） 

第８ 受注者は、次の各号の定めるところにより、情報資産の管理を行わなければならない。 

 (１) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に情報資産を保管すること。 



 (２) 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、情報資産を定められた場所から持ち出さないこと。 

 (３) 情報資産を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。 

 (４) 事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、情報資産を複

製又は複写しないこと。 

 (５) 情報資産を移送する場合は、移送時の体制を明確にすること。 

 (６) 情報資産を電子データで保管する場合は、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記

録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 

 (７) 情報資産を管理するための台帳を整備し、情報資産の利用者、保管場所その他の取扱状況を当該台帳に記録するこ

と。 

 (８) 情報資産の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の情報セキュリティインシデント（以下「インシデント」という。）

を防ぎ、機密性、完全性及び可用性の維持に責任を負うこと。 

 

 (９) 作業場所に、私物等の受注者が管理をしていないパソコン等の端末及び外部電磁的記録媒体等を持ち込んで、情報

資産を取り扱う作業を行わせないこと。 

 (10) 情報資産を利用する作業を行うパソコン等に、情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケー

ションをインストールしないこと。 

 （目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第９ 受注者は、本業務の情報資産について、本業務以外の目的で利用してはならない。また、発注者に無断で第三者へ提

供してはならない。 

 （情報資産の受渡し） 

第１０ 受注者は、発注者との情報資産の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者

に情報資産の預り証を提出しなければならない。 

 （情報資産の返却、消去及び廃棄） 

第１１ 受注者は、本業務の終了時に、本業務の情報資産について、発注者の指定した方法により、返却、消去又は廃棄を

実施しなければならない。 

２ 受注者は、本業務の情報資産を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき情報資産の項目、媒体名、数量、

消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。 

３ 受注者は、情報資産の消去又は廃棄に際し、発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 

４ 受注者は、本業務の情報資産を消去又は廃棄する場合は、当該情報が記録されたパソコン等や電磁的記録媒体等の物理

的な破壊その他当該情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 

５ 受注者は、情報資産の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録

し、書面により発注者に報告しなければならない。 

 （定期報告及び緊急時報告） 

第１２ 受注者は、発注者から、情報資産の取扱状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。 

２ 受注者は、情報資産の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 

 （監査及び検査） 

第１３ 発注者は、本業務に係る情報資産の取扱いについて、本特記事項の規定に基づき、必要な措置が講じられているか

どうかを検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。 

２ 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本業務の処理に関して必要な指示をする

ことができる。 

 （インシデント時の対応） 

第１４ 受注者は、本業務に関し、インシデントが発生した場合は、そのインシデントの発生に係る帰責の有無に関わらず、

直ちに発注者に対して、当該インシデントに関する情報の内容、件数、インシデントの発生場所、発生状況を書面によ

り報告し、発注者の指示に従わなければならない。 



２ 受注者は、インシデントが発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、

再発防止の措置を迅速かつ適正に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 発注者は、本業務に関しインシデントが発生した場合は、必要に応じて当該インシデントに関する情報を公表すること

ができる。 


